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進学・進級時における少年の非行・犯罪
被害防止と有害環境の浄化

　春休みから新学期にかけての時期は、生活環境の変化などに伴い、子どもたちが深夜はいかい、喫煙等

の不良行為や万引き等の非行に走りやすくなります。

　また、スマートフォンやインターネット接続機能を備えた携帯ゲーム機などの普及により、子どもたち

がインターネットの利用に起因する犯罪の被害に遭ったり、個人情報の流出等のトラブルに巻き込まれた

りするケースも少なくありません。

　このようなことから、この時期、警察では少年の非行防止活動や犯罪被害防止活動を強化しています。

○少年の非行・犯罪被害の防止対策

　　コンビニエンスストア、ゲームセンター、公園等、子どもたちのたまり場となったり、子どもたちが

立ち寄りそうな場所を重点に、街頭補導活動を行っています。

　　子どもの不良行為（喫煙、飲酒、深夜はいかい、家出等）などで心配なことがありましたら、警察に

相談してください。

　　また、進学・進級の機会に、携帯電話やスマートフォンをお子様に持たせるご家庭もあると思います。

インターネット接続機能を備えた機器（携帯電話、スマートフォン、携帯

ゲーム機など）をお子様に持たせるときには、インターネットの便利さと

危険性をよく話し合い、使用方法、使用時間など、家庭でのルールづくり

をするとともに、フィルタリング（有害な情報の閲覧を制限するプログラ

ムやサービス）を設定するようにしましょう。

　　警察では、サイバーパトロールにより、インターネット上に援助交際を

求めるなど、不適切な書き込みを行った児童を発見した後、直接接触して

注意・指導を行って（サイバー補導）、性犯罪等被害の未然防止や被害児

童の早期発見に努めています。

○有害環境の浄化対策

　　警察では、図書やＤＶＤ等の販売店・レンタル店等の事業者や、インターネットカフェ、カラオケ

ボックス等の事業者、酒類・タバコの販売店などに対し、少年の健全育成のための自主的措置が促進さ

れるよう働き掛け、有害環境の浄化に努めています。気になることがありましたら、警察に相談してく

ださい。


